
（９）野生動物（クマ等）対応マニュアル
南相馬市立原町第二小学校

１ 事前の対応
(1)学校の対応
①校地内の除草を定期的に行い、野生動物（クマ等）が隠れることができない状況を作る。
②児童登校後は、児童入口（東・西昇降口）を施錠し、来校者の入口を中央玄関のみとする。
③校舎を巡視し、校舎の出入口の戸締まりを確認する。

(2)児童への指導
◆「原町第二小学校 クマたいさくマニュアル」に沿って、登下校時の野生動物（クマ等）との遭遇に備え
た指導を行う。

(3)保護者・関係機関との連携
①保護者が連絡メールを受け取れる体制を整えておく。
②警察・教育委員会等への連絡体制を整えておく。
③保護者に対し、野生動物（クマ等）を目撃した場合は、警察、学校に連絡を入れるように依頼する。

２ 出没時の対応〔登下校時〕

野生動物（クマ等）出没に関する学校への第一報

緊急対応が必要か 必要なし 状況によって、警察・教育委員会に通報する。
ボランティア等と連携を図り、被害防止対策を強化する。

必要

【対応１】 児童の安全確保
学 校 の 取 組 保護者・関係機関の取組

①110番へ通報する。（未通報時） ①110番へ通報する。（発見者）
②119番へ通報する。（負傷者有かつ未通報時） ②児童の安全確保と誘導を行う。
③現場に急行し、情報収集と整理を行う。 ③119番へ通報（負傷者）し、応急手当を行う。
④負傷者の保護者へ連絡する。 ④学校の救急対応を支援する。
⑤教育委員会へ第一報を入れて、支援を要請する。
⑥連絡メール等で保護者へ通知する。
⑦近隣の学校への情報提供を行う。

野生動物（クマ等）が確保・駆除されているか

いない いる

【対応２】 登下校の安全確保
学校の取組 保護者・関係機関の取組

・児童の所在を掌握する。 ・保護者による送迎を行う。
・児童の安全確保を優先して対応する。 ・学校の緊急対応の協力支援を行う。
・地域や関係機関へ支援を要請する。
・安全を確保した上で保護者へ引き渡す。

※「（６）不法侵入対応マニュアル」に準ずる

【対応３】事後の対応や措置（登下校時の安全対策の強化）
学校の取組 保護者・関係機関の取組

・情報の整理と提供を行う。 ・学校の事後対応を支援する。他
・保護者等へ説明する。
・児童の心のケアを行う。
・再発防止対策を実施する。
・報告書を作成する。
・災害共済給付請求の手続きを行う。他


